
埋蔵文化財発掘届の作成の仕方
１．添付図面……Ａ４サイズが基本です。

・位置図（市販の住宅地図等で精度が１万分の１以上

のもの）

・建物配置図（敷地内で建物の位置、工事の概要が

わかるもの）

・基礎伏図と基礎断面図（木造の場合でも基礎断面図

は必要です。）

・造成の場合、切土・盛土の詳細図

２．書類のとじ方

・図面は届出用紙の後ろに添付してください。

（図面が大きく折り込むと厚みが増す場合は、封筒

等に入れてください。）

・届出は２部提出です。

問い合わせ先

池田市教育委員会 教育部 生涯学習推進室 社会教育課 文化財担当

電話 ０７２－７５２－１１１１（４３８）

FAX ０７２－７５４－１０１１

mail s-gakusyu@city.ikeda.osaka.jp

・届出用紙は、楷書で記入してください。
・２部提出です。
・押印は不要です。
・個人住宅については、届出者が法人名となることはできません。

池田市○○〇 地番を記入

民間事業 公共事業

敷地面積を記入 （ ）に建築面積を記入
〇○○○○〇
〇○○○○〇

}文化財担当で確認してください（提出時可）

}
個人住宅…届出者が住居する住宅
分譲住宅…分譲販売を目的とする住宅
共同住宅…複数世帯による集合住宅
兼用住宅…店舗・事務所等営利目的部分を含む住宅
その他住宅…上記以外の住宅

空欄に木造〇階・鉄骨〇階など、杭があれば杭ありと記入
基礎構造はベタ・布など、杭があれば、幅・径に長さ等を
記入と建築面積に対して杭面積の％を記入

施主（届出者）の氏名・住所を記入

施工業者の氏名・住所・連絡先を記入（未定可）

着手時期は、届出日より６０日以上先となる日を記入
（６０日以内の場合、訂正を求めます）

}
}
}

} 土地所有者の氏名・住所を記入

代理者による届出代行の場合、代理者の住所・氏名・
連絡先を記入してください。


